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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の物品保持体を基準位置と移載対象箇所側に突出させた突出位置とに出退移動させ
て物品を移載する物品移載装置であって、
　前記一対の物品保持体における第１物品保持体を出退移動させる第１駆動手段、及び、
前記一対の物品保持体における第２物品保持体を出退移動させる第２駆動手段の一対の駆
動手段と、
　前記第１物品保持体の出退移動方向での位置を検出する出退位置検出手段と、
　前記第２物品保持体が予め設定された検出位置に位置するか否かを検出する設定位置検
出手段と、
　前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記一対の物品保持体を前記基準位置又は
前記突出位置に出退移動させるべく前記一対の駆動手段の作動を制御する通常出退処理、
及び、前記検出位置に対応して設定した位置に前記第１物品保持体を移動させるべく前記
第１駆動手段の作動を制御し且つ前記設定位置検出手段の検出情報に基づいて前記第２物
品保持体を前記検出位置に移動させるべく前記第２駆動手段の作動を制御する位置修正処
理を実行する制御手段とが設けられている物品移載装置。
【請求項２】
　前記設定位置検出手段が、前記第２物品保持体が前記検出位置としての前記基準位置に
位置するか否かを検出するように設けられている請求項１に記載の物品移載装置。
【請求項３】
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　前記設定位置検出手段が、前記第２物品保持体が前記検出位置より前記出退移動方向の
一方側に存在していることを検出する一方側検出体と、前記第２物品保持体が前記検出位
置より前記出退移動方向の他方側に存在していることを検出する他方側検出体とを備えて
構成され、
　前記制御手段が、前記位置修正処理において、前記一方側検出体にて前記第２物品保持
体の存在が検出されている状態では、前記一方側検出体にて前記第２物品保持体が検出さ
れなくなるまで前記第２物品保持体を前記出退移動方向の他方側に移動させ、前記他方側
検出体にて前記第２物品保持体の存在が検出されている状態では、前記他方側検出体にて
前記第２物品保持体が検出されなくなるまで前記第２物品保持体を前記出退移動方向の一
方側に移動させるべく、前記第２駆動手段の作動を制御するように構成されている請求項
１又は２記載の物品移載装置。
【請求項４】
　前記第１駆動手段として、第１電動モータが設けられ、
　前記第２駆動手段として、前記第１電動モータと同一の第２電動モータが設けられ、
　前記一対の電動モータに対して駆動用の電力を供給する単一の駆動制御用のインバータ
が設けられ、
　前記インバータから前記一対の電動モータに電力を供給する経路途中に、前記一対の電
動モータの両方に電力を供給する両方供給状態と前記第２電動モータにのみ電力を供給す
る片方供給状態とに切り換え自在な電力切換手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記通常出退処理では、前記電力切換手段が前記両方供給状態に切り換えられた状態で
前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記一対の物品保持体を前記基準位置又は
前記突出位置に出退移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記一対
の電動モータの作動を制御し、
　前記位置修正処理では、前記電力切換手段が前記両方供給状態に切り換えられた状態で
前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記第１物品保持体を前記検出位置に対応
して設定した位置に移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記一対
の電動モータの作動を制御した後、前記電力切換手段を前記片方供給状態に切り換えるべ
く前記電力切換手段に対して切換指令を指令して、前記電力切換手段が前記片方供給状態
に切り換えられた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記第２物品保持
体を前記検出位置に移動させるべく前記設定位置検出手段の検出情報に基づいて前記第２
電動モータの作動を制御するように構成されている請求項１～３のいずれか１項に記載の
物品移載装置。
【請求項５】
　前記制御手段が、
　前記通常出退処理では、前記基準位置又は前記突出位置に向けて前記一対の物品保持体
を移動させて、前記第１物品保持体が前記基準位置又は前記突出位置まで移動した場合に
、前記一対の物品保持体を停止させ、
　前記位置修正処理では、前記検出位置に対応して設定した位置に向けて前記第１物品保
持体を移動させ且つ前記検出位置に向けて前記第２物品保持体を移動させて、前記第２物
品保持体が前記検出位置まで移動するよりも先に前記第１物品保持体が前記検出位置に対
応して設定した位置まで移動した場合は、前記第１物品保持体を前記検出位置に対応して
設定した位置に停止させた状態で前記第２物品保持体を前記検出位置に移動させ、かつ、
前記第１物品保持体が前記検出位置に対応して設定した位置まで移動するよりも先に前記
第２物品保持体が前記検出位置まで移動した場合は、前記第２物品保持体を前記検出位置
に停止させた状態で前記第１物品保持体を前記検出位置に対応して設定した位置に移動さ
せるべく前記一対の駆動手段の作動を制御するように構成されている請求項１又は２記載
の物品移載装置。
【請求項６】
　前記第１駆動手段として、第１電動モータが設けられ、
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　前記第２駆動手段として、前記第１電動モータと同一の第２電動モータが設けられ、
　前記一対の電動モータに対して駆動用の電力を供給する単一の駆動制御用のインバータ
が設けられ、
　前記インバータから前記一対の電動モータに電力を供給する経路途中に、前記一対の電
動モータの両方に電力を供給する両方供給状態と前記第１電動モータにのみ電力を供給す
る第１片方供給状態と前記第２電動モータにのみ電力を供給する第２片方供給状態とに切
り換え自在な電力切換手段が設けられ、
　前記制御手段が、
　前記通常出退処理では、前記電力切換手段が前記両方供給状態に切り換えられた状態で
前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記一対の物品保持体を前記基準位置又は
前記突出位置に出退移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記一対
の電動モータの作動を制御し、
　前記位置修正処理では、前記電力切換手段が前記両方供給状態に切り換えられた状態で
前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記検出位置に対応して設定した位置に向
けて前記第１物品保持体を移動させ且つ前記検出位置に向けて前記第２物品保持体を移動
させるべく前記一対の電動モータの作動を制御した後、前記第２物品保持体が前記検出位
置まで移動するよりも先に前記第１物品保持体が前記検出位置に対応して設定した位置ま
で移動した場合は、前記電力切換手段を前記第２片方供給状態に切り換えるべく前記電力
切換手段に対して切換指令を指令して、前記電力切換手段が前記第２片方供給状態に切り
換えられた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記第２物品保持体を前
記検出位置に移動させるべく前記設定位置検出手段の検出情報に基づいて前記第２電動モ
ータの作動を制御し、前記第１物品保持体が前記検出位置に対応して設定した位置まで移
動するよりも先に前記第２物品保持体が前記検出位置まで移動した場合は、前記電力切換
手段を前記第１片方供給状態に切り換えるべく前記電力切換手段に対して切換指令を指令
して、前記電力切換手段が前記第１片方供給状態に切り換えられた状態で前記インバータ
に対して駆動指令を指令して、前記第１物品保持体を前記検出位置に対応して設定した位
置に移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記第１電動モータの作
動を制御するように構成されている請求項５記載の物品移載装置。
【請求項７】
　前記設定位置検出手段が、前記第２物品保持体が前記検出位置としての前記基準位置よ
り前記出退移動方向の突出位置側に存在していることを検出する突出検出体を備えて構成
され、
　前記制御手段が、前記位置修正処理において、前記突出検出体にて前記第２物品保持体
の存在が検出されている状態では、前記突出検出体にて前記第２物品保持体が検出されな
くなるまで前記第２物品保持体を前記基準位置側に移動させるべく、前記第２駆動手段の
作動を制御するように構成されている請求項５又は６記載の物品移載装置。
【請求項８】
　前記制御手段が、前記通常出退処理を複数回実行する毎に前記位置修正処理を実行する
ように構成されている請求項１～７のいずれか１項に記載の物品移載装置。
【請求項９】
　前記一対の物品保持体が、遠近移動用駆動手段にて互いに近接移動されて物品を把持し
て保持する保持状態と、前記遠近移動用駆動手段にて互いに離間移動されて物品に対する
保持を解除する保持解除状態とに切り換え自在に構成されている請求項１～８のいずれか
１項に記載の物品移載装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対の物品保持体を基準位置と移載対象箇所側に突出させた突出位置とに出
退移動させて物品を移載する物品移載装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　かかる物品移載装置は、例えば、一対の物品保持体を互いに遠近移動自在に設けて一対
の物品保持体を近接させて物品を把持する、又は、一対の物品保持体の夫々に出退自在な
爪を設けて爪を突出させて物品に引っ掛ける等により、出退移動方向の位置が揃った状態
の一対の物品保持体にて物品を保持した状態でその一対の物品保持体を基準位置と突出位
置とに出退移動させることで、自己と移載対象箇所との間で物品を移載するものである。
【０００３】
　そして、このような物品移載装置は、一対の物品保持体を機械的に連動連結する連動機
構と、連動機構を作動させて一対の物品保持体を出退移動させる単一の駆動手段と、この
駆動手段の作動を制御する制御手段とを設けて、制御手段にて単一の駆動手段の作動を制
御することで、連動機構にて機械的に連動連結した一対の物品保持体を出退移動方向の位
置が揃った状態で同期して出退移動するように構成している（例えば、特許文献１参照。
）。
【０００４】
　ちなみに、このような物品移載装置の場合、一般的に、一対の物品保持体の出退移動方
向での位置を検出する位置検出手段が設けられており、制御手段は、位置検出手段の検出
情報に基づいて一対の物品保持体を基準位置又は突出位置に出退移動させるべく単一の駆
動手段の作動を制御するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２７２１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記した従来の物品移載装置では、一対の物品保持体を連動連結する連
動機構を設ける必要があるため、一対の物品保持体を同期させるべく連動機構を組み付け
るのに手間が掛かるとともに、この連係機構を設けることにより物品移載装置の製造コス
トが高くなっていた。
【０００７】
　本発明は、上記実状に鑑みて為されたものであって、その目的は、製造コストを抑えな
がら一対の物品保持体を出退移動方向の位置が揃った状態で同期して出退移動させること
ができる物品移載装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明にかかる物品移載装置は、一対の物品保持体を基準位置と移載対象箇所側に突出
させた突出位置とに出退移動させて物品を移載するように構成されたものであって、
　その第１特徴構成は、前記一対の物品保持体における第１物品保持体を出退移動させる
第１駆動手段、及び、前記一対の物品保持体における第２物品保持体を出退移動させる第
２駆動手段の一対の駆動手段と、前記第１物品保持体の出退移動方向での位置を検出する
出退位置検出手段と、前記第２物品保持体が予め設定された検出位置に位置するか否かを
検出する設定位置検出手段と、前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記一対の物
品保持体を前記基準位置又は前記突出位置に出退移動させるべく前記一対の駆動手段の作
動を制御する通常出退処理、及び、前記検出位置に対応して設定した位置に前記第１物品
保持体を移動させるべく前記第１駆動手段の作動を制御し且つ前記設定位置検出手段の検
出情報に基づいて前記第２物品保持体を前記検出位置に移動させるべく前記第２駆動手段
の作動を制御する位置修正処理を実行する制御手段とが設けられている点にある。
【０００９】
　すなわち、第１駆動手段にて第１物品保持体を出退移動させ、第２駆動手段にて第２物
品保持体を出退移動させるように、一対の駆動手段にて一対の物品保持体を各別に出退移
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動させるように構成されている。そして、一対の物品保持体のうち第１物品保持体につい
てのみ出退位置検出手段にて出退移動方向での位置を検出することができ、通常出退処理
では、出退位置検出手段の検出情報に基づいて一対の駆動手段の両方の作動を制御するこ
とで、一対の物品保持体を基準位置と突出位置とに同期させた状態で出退移動させること
ができるように構成されている。
【００１０】
　つまり、第１物品保持体と第２物品保持体とが出退移動方向で同じ位置に揃っている状
態で、制御手段にて、出退位置検出手段の検出情報に基づいて第１物品保持体を出退移動
させるべく第１駆動手段の作動を制御し、第１物品保持体と同じように第２物品保持体を
出退移動させるべく第２駆動手段の作動を制御することにより、一対の物品保持体を出退
移動方向で同じ位置に揃った状態で同期して出退移動させることができる。
　尚、第１駆動手段と第２駆動手段とが同様に構成されている場合は、制御手段は、第１
駆動手段と第２駆動手段を同様に制御することで、一対の物品保持体を同期させた状態で
出退移動させることができる。
【００１１】
　また、第２物品保持体は、第１物品保持体と機械的に連動連結されておらず、しかも、
第２物品保持体の出退移動方向での位置を検出する出退位置検出手段が設けられていない
ため、第１出退位置検出手段の検出情報に基づいて第１物品保持体と同じように第２物品
保持体を出退移動させていたとしても、第２物品保持体が第１物品保持体に対して出退移
動方向にずれてしまう可能性がある。そこで、位置修正処理を実行することで、第２物品
保持体の第１物品保持体に対する出退移動方向のずれを修正できるようにしている。尚、
第２物品保持体の出退移動方向での位置を検出する検出手段を設けて、この検出手段の検
出情報に基づいて第２物品保持体の作動を制御することが考えられるが、製造コストが高
くなってしまう。
【００１２】
　つまり、第２物品保持体が予め設定された検出位置に位置するか否かを検出する設定位
置検出手段が設けられているため、制御手段は、設定位置検出手段の検出情報に基づいて
第２物品保持体を出退移動させるべく第２駆動手段の作動を制御することで、第２物品保
持体を検出位置に移動させることができる。また、第１物品保持体の出退移動方向での位
置を検出する出退位置検出手段が設けられているため、制御手段は、出退位置検出手段の
検出情報に基づいて第１物品保持体を検出位置に対応して設定した位置に移動させること
ができる。
【００１３】
　よって、位置修正処理を実行して、出退位置検出手段の検出情報等に基づいて第１物品
保持体を検出位置に対応して設定した位置に移動させ、且つ、設定位置検出手段の検出情
報に基づいて第２物品保持体を検出位置に移動させることで、第１物品保持体と第２物品
保持体とを出退移動方向に揃えることができて、第２物品保持体の第１物品保持体に対す
る出退移動方向のずれを修正することができる。
【００１４】
　従って、製造コストを抑えながら一対の物品保持体を出退移動方向に位置が揃った状態
で同期して出退移動させることができる物品移載装置を提供することができるに至った。
【００１５】
　本発明にかかる物品移載装置の第２特徴構成は、第１特徴構成において、前記設定位置
検出手段が、前記第２物品保持体が前記検出位置としての前記基準位置に位置するか否か
を検出するように設けられている点にある。
【００１６】
　すなわち、位置修正処理を実行して、出退位置検出手段の検出情報等に基づいて第１物
品保持体を基準位置に移動させ、且つ、設定位置検出手段の検出情報に基づいて第２物品
保持体を検出位置に移動させることで、第２物品保持体の第１物品保持体に対する出退移
動方向のずれを修正することができる。
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【００１７】
　よって、第１物品保持体の検出位置に対応する位置は通常出退処理により引退移動させ
たときの基準位置として設定されているため、位置修正処理を実行した後に通常出退処理
を実行するときに、第１物品保持体や第２物品保持体を基準位置に移動させる必要がなく
、通常出退処理を迅速に実行することができる。
【００１８】
　本発明にかかる物品移載装置の第３特徴構成は、第１又は第２特徴構成において、前記
設定位置検出手段が、前記第２物品保持体が前記検出位置より前記出退移動方向の一方側
に存在していることを検出する一方側検出体と、前記第２物品保持体が前記検出位置より
前記出退移動方向の他方側に存在していることを検出する他方側検出体とを備えて構成さ
れ、前記制御手段が、前記位置修正処理において、前記一方側検出体にて前記第２物品保
持体の存在が検出されている状態では、前記一方側検出体にて前記第２物品保持体が検出
されなくなるまで前記第２物品保持体を前記出退移動方向の他方側に移動させ、前記他方
側検出体にて前記第２物品保持体の存在が検出されている状態では、前記他方側検出体に
て前記第２物品保持体が検出されなくなるまで前記第２物品保持体を前記出退移動方向の
一方側に移動させるべく、前記第２駆動手段の作動を制御するように構成されている点に
ある。
【００１９】
　すなわち、第２物品保持体が検出位置に位置している場合では、一方側検出体及び他方
側検出体のいずれでも第２物品保持体の存在が検出されない。そして、第２物品保持体が
検出位置より出退移動方向の一方側に位置している場合では、一方側検出体にて第２物品
保持体の存在が検出され、第２物品保持体が検出位置より出退移動方向の他方側に位置し
ている場合では、他方側検出体にて第２物品保持体の存在が検出される。
【００２０】
　よって、一方側検出体にて第２物品保持体の存在が検出されている状態では、一方側検
出体にて第２物品保持体が検出されなくなるまで第２物品保持体を出退移動方向の他方側
に移動させることで、第２物品保持体を検出位置に移動させることができ、また、他方側
検出体にて第２物品保持体の存在が検出されている状態では、前記他方側検出体にて前記
第２物品保持体が検出されなくなるまで第２物品保持体を前記出退移動方向の一方側に移
動させることで、第２物品保持体を検出位置に移動させることができる。
【００２１】
　従って、第２物品保持体が第１物品保持体に対して出退移動方向にずれている場合は、
第２物品保持体を出退移動方向に往復移動させて検出位置に移動させるのではなく、第２
物品保持体を出退移動方向の一方側又は他方側の一方側に移動させるだけで検出位置に移
動させることができるので、第２物品保持体を検出位置に素早く移動させることができる
。
【００２２】
　本発明にかかる物品移載装置の第４特徴構成は、第１～第３特徴構成のいずれか１つに
おいて、前記第１駆動手段として、第１電動モータが設けられ、前記第２駆動手段として
、前記第１電動モータと同一の第２電動モータが設けられ、前記一対の電動モータに対し
て駆動用の電力を供給する単一の駆動制御用のインバータが設けられ、前記インバータか
ら前記一対の電動モータに電力を供給する経路途中に、前記一対の電動モータの両方に電
力を供給する両方供給状態と前記第２電動モータにのみ電力を供給する片方供給状態とに
切り換え自在な電力切換手段が設けられ、前記制御手段が、前記通常出退処理では、前記
電力切換手段が前記両方供給状態に切り換えられた状態で前記インバータに対して駆動指
令を指令して、前記一対の物品保持体を前記基準位置に引退移動させるべく又は前記突出
位置に突出移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報に基づいて前記一対の電動モ
ータの作動を制御し、前記位置修正処理では、前記電力切換手段が前記両方供給状態に切
り換えられた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記第１物品保持体を
前記検出位置に対応して設定した位置に移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報
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に基づいて前記一対の電動モータの作動を制御した後、前記電力切換手段を前記片方供給
状態に切り換えるべく前記電力切換手段に対して切換指令を指令して、前記電力切換手段
が前記片方供給状態に切り換えられた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して
、前記第２物品保持体を前記検出位置に移動させるべく前記設定位置検出手段の検出情報
に基づいて前記第２電動モータの作動を制御するように構成されている点にある。
【００２３】
　すなわち、通常出退処理では、制御手段が、電力切換手段が両方供給状態に切り換えら
れた状態でインバータに対して駆動指令を指令することで、インバータからの電力が第１
電動モータと第２電動モータとの両方に供給されて第１電動モータと第２電動モータとの
夫々が作動するため、一対の物品保持体を基準位置又は突出位置に出退移動させることが
できる。
【００２４】
　また、位置修正処理では、制御手段が、電力切換手段が両方供給状態に切り換えられた
状態でインバータに対して駆動指令を指令することで、インバータからの電力が第１電動
モータと第２電動モータとの両方に供給されて第１電動モータと第２電動モータとの夫々
が作動するため、第１物品保持体を検出位置に対応して設定した位置に出退移動させるこ
とができる。その後、制御手段が、電力切換手段を片方供給状態に切り換えるべく電力切
換手段に対して切換指令を指令するとともにインバータに対して駆動指令を指令すること
で、インバータからの電力が第２電動モータのみに供給されて第２電動モータのみが作動
するため、第１物品保持体は検出位置に対応して設定した位置に停止させながら、第２物
品保持体を検出位置に出退移動させることができる。
【００２５】
　そして、一対の電動モータに対して単一のインバータを設けるだけでよいので、一対の
電動モータの夫々に対してインバータを設ける場合に比べてインバータの数を削減するこ
とができ、製造コストの削減を図ることができる。
【００２６】
　本発明にかかる物品移載装置の第５特徴構成は、第１又は第２特徴構成において、前記
制御手段が、前記通常出退処理では、前記基準位置又は前記突出位置に向けて前記一対の
物品保持体を移動させて、前記第１物品保持体が前記基準位置又は前記突出位置まで移動
した場合に、前記一対の物品保持体を停止させ、前記位置修正処理では、前記検出位置に
対応して設定した位置に向けて前記第１物品保持体を移動させ且つ前記検出位置に向けて
前記第２物品保持体を移動させて、前記第２物品保持体が前記検出位置まで移動するより
も先に前記第１物品保持体が前記検出位置に対応して設定した位置まで移動した場合は、
前記第１物品保持体を前記検出位置に対応して設定した位置に停止させた状態で前記第２
物品保持体を前記検出位置に移動させ、かつ、前記第１物品保持体が前記検出位置に対応
して設定した位置まで移動するよりも先に前記第２物品保持体が前記検出位置まで移動し
た場合は、前記第２物品保持体を前記検出位置に停止させた状態で前記第１物品保持体を
前記検出位置に対応して設定した位置に移動させるべく前記一対の駆動手段の作動を制御
するように構成されている点にある。
【００２７】
　すなわち、通常出退処理では、制御手段は、基準位置又は突出位置に向けて一対の物品
保持体を移動させて、第１物品保持体が基準位置又は突出位置まで移動した場合に、一対
の物品保持体を停止させるため、一対の物品保持体を出退移動方向で同じ位置に揃った状
態で同期して出退移動させて、基準位置又は突出位置まで移動したことが出退位置検出手
段にて検出されるに伴って一対の物品保持体を停止させることで、一対の物品保持体を基
準位置又は突出位置に出退移動させることができる。
【００２８】
　位置修正処理では、制御手段は、まず、第１物品保持体を検出位置に対応して設定した
位置に向けて移動させ且つ第２物品保持体を検出位置に向けて移動させるように、一対の
物品保持体を同期して出退移動させる。
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　そして、第１物品保持体と第２物品保持体とが出退移動方向にずれており、第１物品保
持体が第２物品保持体より先行している場合は、第２物品保持体が検出位置に移動するよ
りも先に第１物品保持体が検出位置に対応して設定した位置に移動する。このような場合
は、第１物品保持体を検出位置に対応して設定した位置に先に停止させ、第２物品保持体
のみを継続して検出位置に向けて移動させて、第２物品保持体を検出位置に移動させるよ
うになっている。
　また、第１物品保持体と第２物品保持体とが出退移動方向にずれており、第２物品保持
体が第１物品保持体より先行している場合は、第１物品保持体が検出位置に対応して設定
した位置に移動するよりも先に第２物品保持体が検出位置に移動する。このような場合は
、第２物品保持体を検出位置に先に停止させ、第１物品保持体のみを継続して検出位置に
対応して設定した位置に向けて移動させて、第１物品保持体を検出位置に対応して設定し
た位置に移動させるようになっている。
【００２９】
　このように、第１物品保持体と第２物品保持体とが出退移動方向にずれている場合でも
、第１物品保持体を検出位置に対応した位置に停止させ且つ第２物品保持体を検出位置に
停止させることができるので、第１物品保持体と第２物品保持体との出退移動方向のずれ
を修正することができる。
　また、第４特徴構成のように、一対の物品保持体を出退移動させて第１物品保持体を先
に検出位置に対応して設定した位置に移動させ、その後、第２物品保持体のみを出退移動
させて検出位置に移動させる場合は、第２物品保持体が第１物品保持体より先行している
場合では、第２物品保持体は検出位置を一旦越えた後、第２物品保持体を検出位置に戻す
ように往復移動することになるため、位置修正処理に時間が掛かるが、本第５特徴構成に
よれば、第２物品保持体を往復移動させることなく位置修正することができるため、位置
修正処理を短時間で行うことができる。
【００３０】
　本発明にかかる物品移載装置の第６特徴構成は、第５特徴構成において、前記第１駆動
手段として、第１電動モータが設けられ、前記第２駆動手段として、前記第１電動モータ
と同一の第２電動モータが設けられ、前記一対の電動モータに対して駆動用の電力を供給
する単一の駆動制御用のインバータが設けられ、前記インバータから前記一対の電動モー
タに電力を供給する経路途中に、前記一対の電動モータの両方に電力を供給する両方供給
状態と前記第１電動モータにのみ電力を供給する第１片方供給状態と前記第２電動モータ
にのみ電力を供給する第２片方供給状態とに切り換え自在な電力切換手段が設けられ、前
記制御手段が、前記通常出退処理では、前記電力切換手段が前記両方供給状態に切り換え
られた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記一対の物品保持体を前記
基準位置又は前記突出位置に出退移動させるべく前記出退位置検出手段の検出情報に基づ
いて前記一対の電動モータの作動を制御し、前記位置修正処理では、前記電力切換手段が
前記両方供給状態に切り換えられた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して、
前記検出位置に対応して設定した位置に向けて前記第１物品保持体を移動させ且つ前記検
出位置に向けて前記第２物品保持体を移動させるべく前記一対の電動モータの作動を制御
した後、前記第２物品保持体が前記検出位置まで移動するよりも先に前記第１物品保持体
が前記検出位置に対応して設定した位置まで移動した場合は、前記電力切換手段を前記第
２片方供給状態に切り換えるべく前記電力切換手段に対して切換指令を指令して、前記電
力切換手段が前記第２片方供給状態に切り換えられた状態で前記インバータに対して駆動
指令を指令して、前記第２物品保持体を前記検出位置に移動させるべく前記設定位置検出
手段の検出情報に基づいて前記第２電動モータの作動を制御し、前記第１物品保持体が前
記検出位置に対応して設定した位置まで移動するよりも先に前記第２物品保持体が前記検
出位置まで移動した場合は、前記電力切換手段を前記第１片方供給状態に切り換えるべく
前記電力切換手段に対して切換指令を指令して、前記電力切換手段が前記第１片方供給状
態に切り換えられた状態で前記インバータに対して駆動指令を指令して、前記第１物品保
持体を前記検出位置に対応して設定した位置に移動させるべく前記出退位置検出手段の検
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出情報に基づいて前記第１電動モータの作動を制御するように構成されている点にある。
【００３１】
　すなわち、通常出退処理では、制御手段が、電力切換手段を両方供給状態に切り換える
べく電力切換手段に対して切換指令を指令するとともにインバータに対して駆動指令を指
令することで、インバータからの電力が第１電動モータと第２電動モータとの両方に供給
されて第１電動モータと第２電動モータとの夫々が作動するため、一対の物品保持体を基
準位置又は突出位置に出退移動させることができる。
【００３２】
　位置修正処理では、制御手段が、電力切換手段が両方供給状態に切り換えられた状態で
インバータに対して駆動指令を指令することで、インバータからの電力が第１電動モータ
と第２電動モータとの両方に供給されて第１電動モータと第２電動モータとの夫々が作動
するため、一対の物品保持体を検出位置又はそれに対応して設定した位置に向けて移動さ
せることができる。
　そして、第１物品保持体が第２物品保持体より先行する場合は、第１物品保持体が検出
位置に対応して設定した位置に移動した後、電力切換手段を第２片方供給状態に切り換え
るべく電力切換手段に対して切換指令を指令するとともにインバータに対して駆動指令を
指令することで、インバータからの電力が第２電動モータのみに供給されて第２電動モー
タのみが作動するため、第１物品保持体を検出位置に対応して設定した位置に停止させな
がら、第２物品保持体を検出位置に出退移動させることができる。
　また、第２物品保持体が第１物品保持体より先行する場合は、第２物品保持体が検出位
置に移動した後、電力切換手段を第１片方供給状態に切り換えるべく電力切換手段に対し
て切換指令を指令するとともにインバータに対して駆動指令を指令することで、インバー
タからの電力が第１電動モータのみに供給されて第１電動モータのみが作動するため、第
２物品保持体を検出位置に停止させながら、第１物品保持体を検出位置に対応して設定し
た位置に出退移動させることができる。
【００３３】
　そして、一対の電動モータに対して単一のインバータを設けるだけでよいので、一対の
電動モータの夫々に対してインバータを設ける場合に比べてインバータの数を削減するこ
とができ、製造コストの削減を図ることができる。
【００３４】
　本発明にかかる物品移載装置の第７特徴構成は、第５又は第６特徴構成において、前記
設定位置検出手段が、前記第２物品保持体が前記検出位置としての前記基準位置より前記
出退移動方向の突出位置側に存在していることを検出する突出検出体を備えて構成され、
前記制御手段が、前記位置修正処理において、前記突出検出体にて前記第２物品保持体の
存在が検出されている状態では、前記突出検出体にて前記第２物品保持体が検出されなく
なるまで前記第２物品保持体を前記基準位置側に移動させるべく、前記第２駆動手段の作
動を制御するように構成されている点にある。
【００３５】
　すなわち、第２物品保持体が検出位置に位置している場合では、突出検出体にて第２物
品保持体の存在が検出されない。そして、第２物品保持体が検出位置より出退移動方向の
突出側に位置している場合では、突出検出体にて第２物品保持体の存在が検出される。
　よって、突出検出体にて第２物品保持体の存在が検出されている状態では、突出検出体
にて第２物品保持体が検出されなくなるまで第２物品保持体を出退移動方向の引退側に移
動させることで、第２物品保持体を検出位置に移動させることができる。
【００３６】
　従って、第２物品保持体が第１物品保持体に対して出退移動方向にずれている場合は、
第２物品保持体を出退移動方向に往復移動させて検出位置に移動させるのではなく、第２
物品保持体を出退移動方向の引退側に移動させるだけで検出位置に移動させることができ
るので、第２物品保持体を検出位置に素早く移動させることができる。
【００３７】
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　本発明にかかる物品移載装置の第８特徴構成は、第１～第７特徴構成のいずれか１つに
おいて、前記制御手段が、前記通常出退処理を複数回実行する毎に前記位置修正処理を実
行するように構成されている点にある。
【００３８】
　すなわち、通常出退処理を複数回実行する毎に位置修正処理を実行するため、必要以上
に位置修正処理をすることを回避しながら第２物品保持体が第１物品保持体に対して出退
移動方向にずれが生じた場合には早期にそのずれを修正することができる。
【００３９】
　本発明にかかる物品移載装置の第９特徴構成は、第１～第８特徴構成のいずれか１つに
おいて、前記一対の物品保持体が、遠近移動用駆動手段にて互いに近接移動されて物品を
把持して保持する保持状態と、前記遠近移動用駆動手段にて互いに離間移動されて物品に
対する保持を解除する保持解除状態とに切り換え自在に構成されている点にある。
【００４０】
　すなわち、一対の物品保持体を保持状態に切り換えることで、一対の物品を把持するこ
とができ、また、一対の物品保持体を保持解除状態に切り換えることで、一対の物品に対
する把持を解除することができ、物品を把持した状態で一対の物品保持体を基準位置や突
出位置に出退移動させることで、物品移載装置と移載対象箇所との間で物品を移載するこ
とができる。そして、位置修正処理を実行することにより、第１物品保持体に対する第２
物品保持体の出退移動方向での位置ずれを修正することができるため、出退移動方向の位
置が揃っている一対の物品保持体にて物品を適確に把持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】第１実施形態における物品保管設備の斜視図
【図２】第１実施形態における物品移載装置の平面図
【図３】第１実施形態における物品移載装置の正面図
【図４】第１実施形態におけるスタッカークレーンの制御ブロック図
【図５】第１実施形態における物品移載作用図
【図６】第１実施形態における物品保持体の出退制御ブロック図
【図７】第１実施形態における物品保持体の出退移動作用図
【図８】第１実施形態における物品保持体の出退移動作用図
【図９】第１実施形態における移載制御のフローチャート
【図１０】第２実施形態における物品保持体の出退移動作用図
【発明を実施するための形態】
【００４２】
〔第１実施形態〕
　以下、本発明にかかる物品移載装置の第１実施形態を物品保管設備に適応した例を図面
に基づいて説明する。
　図１に示すように、物品保管設備には、物品出し入れ方向が互いに対向するように間隔
を隔てて設置した一対の収納棚１と、それらの収納棚１どうしの間に形成された走行経路
２を自動走行するスタッカークレーン３とが設けられ、各収納棚１は、多数の物品収納部
４を縦横に複数並べて構成されている。
【００４３】
　走行経路２には、収納棚１の長手方向に沿って走行レール５が設置され、走行経路２の
一端側には、入出庫指令をスタッカークレーン３に入力する地上側コントローラ７と、走
行レール５を挟んで一対の荷載置台８とが設けられている。
【００４４】
　スタッカークレーン３は、走行レール５に沿って走行自在な走行台車１０と、荷載置台
８または物品収納部４と自己との間で物品を移載可能な物品移載装置１１を備えた昇降台
１２とを備え、走行台車１０の走行、昇降台１２の昇降、および、物品移載装置１１の作
動により、荷載置台８と物品収納部４との間で物品を搬送するように構成されている。尚
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、荷載置台８や物品収納部４が、物品移載装置１１にて物品を移載する移載対象箇所に相
当する。
【００４５】
　物品移載装置１１は、一対の物品保持体１５を基準位置と移載対象箇所側に突出させた
突出位置とに出退移動させて物品を移載するように構成されている。また、一対の物品保
持体１５は、物品移載方向の両側に突出可能に構成されており、物品移載装置１１は、一
対の収納棚１及び一対の荷載置台８のいずれとの間でも物品を移載できるように構成され
ている。ちなみに、図５（ａ），図５（ｄ），図５（ｅ）は、一対の物品保持体１５を基
準位置に引退移動させた状態を示し、図５（ｂ），図５（ｃ）は、一対の物品保持体１５
を突出位置に突出移動させた状態を示している。
【００４６】
　次に、物品移載装置１１について説明を加えるが、走行台車１０の走行方向に沿う方向
を横幅方向、走行台車１０の走行方向に対して直交する物品移載方向を出退移動方向とし
て説明する。
　図２及び図３に示すように、物品移載装置１１は、出退移動方向に沿って物品を搬送す
るローラ式のコンベア１３と、物品移載装置１１の横幅方向の両側に振り分けて配設され
て互いに遠近移動自在な一対の移動体１４と、この一対の移動体１４の夫々に出退移動方
向に沿って移動自在に支持された一対の物品保持体１５とを備えて構成されている。
【００４７】
　一対の移動体１４の夫々は、装置本体部１６に支持された遠近移動用案内レール１７に
て横幅方向に沿って移動自在に案内支持されている。また、一対の移動体１４の夫々には
、横幅方向の内方側に延びる状態で遠近移動用ラック１８が連結されており、その一対の
遠近移動用ラック１８には、遠近移動用電動モータ２０（遠近移動用駆動手段に相当）の
出力軸に備えられた単一の遠近移動用出力ギア１９が噛合されている。つまり、遠近移動
用電動モータ２０の正逆駆動により、遠近移動用ラック１８や遠近移動用出力ギア１９に
て構成される伝動機構を作動させて、一対の移動体１４が横幅方向に沿って同期した状態
で互いに遠近移動するように構成されている。
【００４８】
　また、一対の物品保持体１５の夫々は、一対の移動体１４の夫々に支持された出退移動
用案内レール２１にて出退移動方向に沿って移動自在に案内支持されている。また、一対
の物品保持体１５の夫々には、出退移動方向に沿う姿勢で出退移動用ラック２２が連結さ
れており、その一対の出退移動用ラック２２の夫々には、一対の出退移動用中継ギア２３
が噛合され、これら一対の出退移動用中継ギア２３の夫々に、一対の出退移動用電動モー
タ２５の出力軸に備えられた出退移動用出力ギア２４が噛合されている。つまり、一対の
出退移動用電動モータ２５の正逆駆動により、出退移動用ラック２２や出退移動用中継ギ
ア２３や出退移動用出力ギア２４にて構成される伝動機構を作動させて、一対の物品保持
体１５が出退移動方向に沿って移動するように構成されている。
【００４９】
　一対の物品保持体１５について説明を加えると、出退移動用電動モータ２５として、一
対の物品保持体１５における第１物品保持体１５ａを出退移動させる第１出退移動用電動
モータ２５ａ、及び、一対の物品保持体１５における第２物品保持体１５ｂを出退移動さ
せる第２出退移動用電動モータ２５ｂの一対の出退移動用電動モータ２５が設けられてい
る。また、図６に示すように、一対の出退移動用電動モータ２５に対して駆動用の電力を
供給する単一の駆動制御用のインバータ２６が設けられている。そして、インバータ２６
からの電力により第１出退移動用電動モータ２５ａを正逆駆動させて、第１物品保持体１
５ａを出退移動方向に沿って出退移動させ、同じインバータ２６からの電力により第２出
退移動用電動モータ２５ｂを正逆駆動させて、第２物品保持体１５ｂを出退移動方向に沿
って出退移動させるように構成されており、単一のインバータ２６から一対の出退移動用
電動モータ２５に電力を供給して、一対の出退移動用電動モータ２５にて一対の物品保持
体１５を各別に出退移動させるように構成されている。
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　尚、出退移動用電動モータ２５が、駆動手段に相当するものであり、第１出退移動用電
動モータ２５ａが、第１駆動手段及び第１電動モータに相当し、第２出退移動用電動モー
タ２５ｂが、第２駆動手段及び第２電動モータに相当する。
【００５０】
　第１出退移動用電動モータ２５ａと第２出退移動用電動モータ２５ｂとは、同一の電動
モータが用いられている。また、第１出退移動用電動モータ２５ａの動力を第１物品保持
体１５ａに伝達する伝動機構と、第２出退移動用電動モータ２５ｂの動力を第２物品保持
体１５ｂに伝達する伝動機構とは、横幅方向に対称に構成されている以外は同じ構成とな
っている。
【００５１】
　また、インバータ２６から一対の出退移動用電動モータ２５に電力を供給する経路途中
に、一対の出退移動用電動モータ２５の両方に電力を供給する両方供給状態と第２出退移
動用電動モータ２５ｂにのみ電力を供給する片方供給状態とに切り換え自在な電力切換手
段２７が設けられている。よって、電力切換手段２７を両方供給状態に切り換えることに
より、インバータ２６からの電力が第１出退移動用電動モータ２５ａ及び第２出退移動用
電動モータ２５ｂの両方に電力が供給されるため、第１出退移動用電動モータ２５ａ及び
第２出退移動用電動モータ２５ｂの両方が作動して第１物品保持体１５ａ及び第２物品保
持体１５ｂの両方が出退移動し、電力切換手段２７を片方供給状態に切り換えることによ
り、インバータ２６からの電力が第２出退移動用電動モータ２５ｂにのみ供給されるため
、第２出退移動用電動モータ２５ｂのみが作動して第２物品保持体１５ｂのみが出退移動
するようになっている。
【００５２】
　次に、一対の物品保持体１５の遠近移動について説明すると、図２及び図３に示すよう
に、遠近移動用電動モータ２０を正逆駆動させて一対の移動体１４の夫々を横幅方向に沿
って反対方向に移動させて互いに遠近移動させることで、一対の移動体１４とともにこの
一対の移動体１４に支持された一対の物品保持体１５が互いに遠近移動するように構成さ
れている。このように、一対の物品保持体１５は、遠近移動用電動モータ２０にて互いに
遠近移動されて物品を把持して保持する保持状態と、遠近移動用電動モータ２０にて互い
に離間移動されて物品に対する保持を解除する保持解除状態とに切換自在に構成されてい
る。
【００５３】
　そして、詳細な説明は省略するが、コンベア１３は、移載方向に並ぶ状態で複数の回転
ローラ２６が設けられており、コンベア用電動モータ２９を正逆駆動させることで、複数
の回転ローラ２６が正逆に回転駆動するように構成されており、一対の物品保持体１５の
出退移動とこのコンベア１３の搬送作動との協働により、物品を出退移動方向に移動させ
るように構成されている。
【００５４】
　このように構成された物品移載装置１１は、一対の物品保持体１５の出退移動及び遠近
移動、並びに、コンベア１３の搬送作動により、物品収納部４や荷載置台８の物品を物品
移載装置１１上に移載することや、物品移載装置１１上の物品を物品収納部４や荷載置台
８に移載することができるように構成されている。
【００５５】
　そして、図４に示すように、スタッカークレーン３には、走行台車１０を走行移動させ
る走行用電動モータＭ１と、昇降台１２を昇降移動させる昇降用電動モータＭ２と、走行
経路２上に予め設定された走行基準位置からの走行台車１０の走行距離を検出する走行用
ロータリエンコーダ３１と、昇降基準位置からの昇降台１２の昇降距離を検出する昇降用
ロータリエンコーダ３２と、第１物品保持体１５ａの出退移動方向の基準位置からの出退
移動距離を検出する出退用ロータリエンコーダ３３とが設けられている。
【００５６】
　出退用ロータリエンコーダ３３及び物品移載装置１１に設けられたセンサについて説明
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すると、図４に示すように、物品移載装置１１には、上述の出退用ロータリエンコーダ３
３に加えて、第１物品保持体１５ａが基準位置に位置するか否かを検出する第１原点位置
検出手段３６が設けられている。そして、出退用ロータリエンコーダ３３は、第１物品保
持体１５ａが基準位置から出退移動方向に移動するに伴ってパルスを出力するように設け
られており、後述する移載制御部３５ｃは、そのパルス数をカウントすることで第１物品
保持体１５ａの出退移動方向での位置を判別するように構成されている。つまり、出退用
ロータリエンコーダ３３は、第１物品保持体１５ａの出退移動方向での位置を検出する出
退位置検出手段として設けられている。
【００５７】
　さらに、物品移載装置１１には、第２物品保持体１５ｂが検出位置に位置するか否かを
検出する設定位置検出手段としての第２原点位置検出手段３７が設けられている。本件で
は、検出位置として基準位置と同じ位置が設定されている。つまり、第２物品保持体１５
ｂは、第２物品保持体１５ｂが基準位置に位置するか否かを検出する。
　図６に示すように、第２原点位置検出手段３７は、第２物品保持体１５ｂが基準位置よ
り出退移動方向での一方側に存在していることを検出する一方側検出体としての一方側検
出センサ３７ａ（突出検出体に相当）と、第２物品保持体１５ｂが基準位置より出退移動
方向での他方側に存在していることを検出する他方側検出体としての他方側検出センサ３
７ｂ（突出検出体に相当）とを備えて構成されている。つまり、第２原点位置検出手段３
７は、第２物品保持体１５ｂが基準位置に位置しているときは一方側検出センサ３７ａ及
び他方側検出センサ３７ｂにてその存在が検出されず、第２物品保持体１５ｂが基準位置
より出退移動方向にずれて位置していると一方側検出センサ３７ａ又は他方側検出センサ
３７ｂにてその存在が検出されることにより、第２物品保持体１５ｂが基準位置に位置し
ているか否かを検出するように構成されている。
【００５８】
　ちなみに、第２原点位置検出手段３７の一方側検出センサ３７ａ及び他方側検出センサ
３７ｂの夫々は、透過形の光電センサにて構成されており、第２物品保持体１５ｂに備え
られた被検出部ｃにて検出光を遮断されることで第２物品保持体１５ｂの存在を検出する
ように構成されている。そして、一方側検出センサ３７ａと他方側検出センサ３７ｂとは
、被検出部ｃの出退移動方向での長さより僅かに広い間隔で設けられており、基準位置は
、出退移動方向で同じ位置を含む出退移動方向に数ミリ程度の範囲となっている。
【００５９】
　また、第１原点位置検出手段３６も、第２原点位置検出手段３７と同様に一方側検出セ
ンサ３６ａと他方側検出センサ３６ｂとを備えて構成され、第１物品保持体１５ａにも被
検出部ｃが備えられており、第１原点位置検出手段３６における一方側検出センサ３６ａ
及び他方側検出センサ３６ｂと、第２原点位置検出手段３７における一方側検出センサ３
７ａ及び他方側検出センサ３７ｂとは、出退移動方向で同じ位置に設けられている。尚、
図４に示すように、物品移載装置１１には、一対の物品保持体１５の横幅方向での位置を
検出する遠近用検出センサ３４も設けられている。
【００６０】
　図４に示すように、スタッカークレーン３には、地上側コントローラ７からの入出庫指
令を受けてスタッカークレーン３の作動を制御するクレーン制御手段３５が設けられてお
り、このクレーン制御手段３５に対して、走行用ロータリエンコーダ３１、昇降用ロータ
リエンコーダ３２、出退用ロータリエンコーダ３３等のスタッカークレーン３に設けられ
た各種センサ類の検出情報が入力されるように構成されている。
【００６１】
　そして、クレーン制御手段３５には、地上側コントローラ７から入出庫指令が指令され
ると、走行用ロータリエンコーダ３１の検出情報に基づいて走行台車１０を入出庫指令に
応じた走行位置に走行させる走行制御を実行する走行制御部３５ａ、昇降用ロータリエン
コーダ３２の検出情報に基づいて昇降台１２を入出庫指令に応じた昇降位置に昇降させる
昇降制御を実行する昇降制御部３５ｂ、出退用ロータリエンコーダ３３の検出情報に基づ
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いて一対の物品保持体１５を出退移動させ且つ遠近用検出センサ３４の検出情報に基づい
て一対の物品保持体１５を互いに遠近移動させて物品を移載する移載制御を実行する移載
制御部３５ｃとを備えて構成されている。
【００６２】
　次に、移載制御部３５ｃ（クレーン制御手段３５）による移載制御について説明する。
　移載制御部３５ｃは、出退用ロータリエンコーダ３３の検出情報に基づいて一対の物品
保持体１５を基準位置又は突出位置に出退移動させるべく一対の出退移動用電動モータ２
５の作動を制御する通常出退処理と、遠近用検出センサ３４の検出情報に基づいて一対の
物品保持体１５を互いに遠近移動させて物品を保持する又は保持を解除するべく遠近移動
用電動モータ２０の作動を制御する通常遠近処理とを実行するように構成されている。つ
まり、移載制御部３５ｃが本願発明の制御手段に相当する。
【００６３】
　通常出退処理について説明を加えると、移載制御部３５ｃは、電力切換手段２７が片方
供給状態に切り換えられている状態では電力切換手段２７を両側供給状態に切り換えるべ
く電力切換手段２７に切換指令を指令して、電力切換手段２７が両方供給状態に切り換え
られた状態でインバータ２６に対して駆動指令を指令して、一対の物品保持体１５を基準
位置又は突出位置に出退移動させるべく出退用ロータリエンコーダ３３の検出情報に基づ
いて一対の出退移動用電動モータ２５の作動を制御して、一対の物品保持体１５を同期さ
せた状態で基準位置や突出位置に出退移動させるように構成されている。ちなみに、移載
制御部２５ｃは、電力切換手段２７を両方供給状態に切り換えた状態と片方供給状態に切
り換えた状態とで、インバータ２６から同様の電力が出力されるようにインバータ２６の
作動が制御されている。
【００６４】
　よって、移載制御部３５ｃによる移載制御により、物品収納部４等から物品移載装置１
１に物品を移載する場合は、一対の物品保持体１５が基準位置に位置し且つ保持解除状態
に切り換えられている状態（図５（ａ）参照）から、まず、通常出退処理により一対の物
品保持体１５を突出位置まで突出移動させた後（図５（ｂ）参照）、通常遠近処理により
一対の物品保持体１５を把持状態に切り換えて（図５（ｃ）参照）、物品収納部４等に位
置する物品を一対の物品保持体１５にて保持する。その後、通常出退処理により一対の物
品保持体１５を基準位置まで引退移動させた後（図５（ｄ）参照）、通常遠近処理により
一対の物品保持体１５を把持解除状態に切り換えて（図５（ｅ）参照）、物品移載装置１
１上に物品を移載する。
【００６５】
　尚、物品収納部４等から物品移載装置１１に物品を移載するときは、コンベア１３は物
品を物品移載装置１１側に搬送するべく作動している。また、物品収納部４等から物品移
載装置１１に物品を移載する場合の逆の動作を行うことにより、物品移載装置１１から物
品収納部４等に物品を移載することができる。
【００６６】
　また、移載制御部３５ｃは、出退用ロータリエンコーダ３３の検出情報に基づいて第１
物品保持体１５ａを基準位置に移動させるべく第１出退移動用電動モータ２５ａの作動を
制御し、且つ、第２原点位置検出手段３７の検出情報に基づいて第２物品保持体１５ｂを
基準位置に移動させるべく第２出退移動用電動モータ２５ｂの作動を制御する位置修正処
理を実行するように構成されている。つまり、通常出退処理を実行することで第１物品保
持体１５ａに対して第２物品保持体１５ｂが出退移動方向にずれてしまう可能性があるが
、図９のフローチャートに示すように、通常出退処理を複数回（例えば１０回）実行する
毎に位置修正処理を実行するように構成することで、第１物品保持体１５ａに対して第２
物品保持体１５ｂが出退移動方向にずれた場合でも、第２物品保持体１５ｂが第１物品保
持体１５ａと出退移動方向で同じ位置となる適正な位置関係に修正できるようになってい
る。
【００６７】
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　位置修正処理について説明を加えると、移載制御部３５ｃは、電力切換手段２７が片方
供給状態に切り換えられている状態であれば電力切換手段２７を両側供給状態に切り換え
るべく電力切換手段２７に切換指令を指令して、図７（ａ），図８（ａ）に示すように、
電力切換手段２７が両方供給状態に切り換えられた状態でインバータ２６に対して駆動指
令を指令して、第１物品保持体１５ａを基準位置に移動させるべく出退用ロータリエンコ
ーダ３３の検出情報に基づいて一対の出退移動用電動モータ２５の作動を制御して、第１
物品保持体１５ａを基準位置に引退移動させ且つこの第１物品保持体１５ａと同じように
第２物品保持体１５ｂを引退移動させる。
【００６８】
　このとき、第１物品保持体１５ａと第２物品保持体１５ｂとが出退移動方向にずれてお
り、第１物品保持体１５ａが第２物品保持体１５ｂより先行していた場合は、図７（ａ）
に示すように、第１物品保持体１５ａを基準位置に引退移動させても、第２物品保持体１
５ｂは基準位置に到達しない。
　このような場合では、第１物品保持体１５ａが基準位置に到達すると、図７（ｂ）に示
すように、電力切換手段２７を片方供給状態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して
切換指令を指令するとともにインバータ２６に対して駆動指令を指令して、第１物品保持
体１５ａを基準位置に停止させた状態で第２原点位置検出手段３７の一方側検出センサ３
７ａにて第２物品保持体１５ｂの存在が検出されなくなるように第２物品保持体１５ｂを
継続して同方向に引退移動させて、第２物品保持体１５ｂを基準位置に出退移動させる。
【００６９】
　また、第１物品保持体１５ａと第２物品保持体１５ｂとが出退移動方向にずれており、
第２物品保持体１５ｂが第１物品保持体１５ａより先行していた場合は、図８（ａ）に示
すように、第１物品保持体１５ａを基準位置に移動させると、第２物品保持体１５ｂは基
準位置を越える。
　このような場合では、第１物品保持体１５ａが基準位置に到達すると、図８（ｂ）に示
すように、電力切換手段２７を片方供給状態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して
切換指令を指令するとともにインバータ２６に対して駆動指令を指令して、第１物品保持
体１５ａを基準位置に停止させた状態で第２原点位置検出手段３７の他方側検出センサ３
７ｂにて第２物品保持体１５ｂの存在が検出されなくなるように第２物品保持体１５ｂを
逆方向に引退移動させて、第２物品保持体１５ｂを基準位置に出退移動させる。
【００７０】
　このように、位置修正処理を実行することにより、第１物品保持体１５ａと第２物品保
持体１５ｂとが同期移動して第１物品保持体１５ａが基準位置に移動し、その後、基準位
置からずれている第２物品保持体１５ｂのみが移動して第２物品保持体１５ｂが基準位置
に移動するため、第１物品保持体１５ａ及び第２物品保持体１５ｂのいずれもが基準位置
に位置し、第２物品保持体１５ｂが第１物品保持体１５ａと出退移動方向で同じ位置とな
る適正な位置関係に修正できる。
【００７１】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明にかかる物品移載装置の第２実施形態を物品保管設備に適応した例を図面
に基づいて説明する。
　尚、第２実施形態は、物品保管設備における物品移載装置以外の構成は第１実施形態と
同様に構成されているため、説明は省略する。また、物品移載装置は、一部の構成を除き
、第１実施形態と同様に構成されているため、主に物品移載装置における第１実施形態と
異なる構成を説明する。
【００７２】
　インバータ２６から一対の出退移動用電動モータ２５に電力を供給する経路途中に設け
られている電力切換手段２７は、一対の出退移動用電動モータ２５の両方に電力を供給す
る両方供給状態（図７（ａ）及び図１０（ａ）参照）と第１出退移動用電動モータ２５ａ
にのみ電力を供給する第１片方供給状態（図１０（ｂ）参照）と第２出退移動用電動モー
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タ２５ｂにのみ電力を供給する第２片方供給状態（図７（ｂ）参照）とに切り換え自在に
構成されている。
　よって、図７（ａ）及び図１０（ａ）に示すように、電力切換手段２７を両方供給状態
に切り換えることにより、インバータ２６からの電力が第１出退移動用電動モータ２５ａ
及び第２出退移動用電動モータ２５ｂの両方に電力が供給されるため、第１出退移動用電
動モータ２５ａ及び第２出退移動用電動モータ２５ｂの両方が作動して第１物品保持体１
５ａ及び第２物品保持体１５ｂの両方が出退移動する。
　また、図１０（ｂ）に示すように、電力切換手段２７を第１片方供給状態に切り換える
ことにより、インバータ２６からの電力が第１出退移動用電動モータ２５ａにのみ供給さ
れるため、第１出退移動用電動モータ２５ａのみが作動して第１物品保持体１５ａのみが
出退移動するようになっている。
　また、図７（ｂ）に示すように、電力切換手段２７を第２片方供給状態に切り換えるこ
とにより、インバータ２６からの電力が第２出退移動用電動モータ２５ｂにのみ供給され
るため、第２出退移動用電動モータ２５ｂのみが作動して第２物品保持体１５ｂのみが出
退移動するようになっている。
【００７３】
　次に、移載制御部３５ｃについて説明を加える。
　移載制御部３５ｃは、通常出退処理では、電力切換手段２７が両方供給状態に切り換え
られた状態でインバータ２６に対して駆動指令を指令して、一対の物品保持体１５を基準
位置又は突出位置に出退移動させるべく出退用ロータリエンコーダ３３の検出情報に基づ
いて一対の出退移動用電動モータ２５の作動を制御するように構成されている。
【００７４】
　そして、移載制御部３５ｃは、位置修正処理では、電力切換手段２７が両方供給状態に
切り換えられた状態でインバータ２６に対して駆動指令を指令して、基準位置に向けて第
１物品保持体１５ａ及び第２物品保持体１５ｂを移動させるべく一対の出退移動用電動モ
ータ２５の作動を制御した後、第２物品保持体１５ｂが基準位置まで移動するよりも先に
第１物品保持体１５ａが基準位置まで移動した場合は、電力切換手段２７を第２片方供給
状態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して切換指令を指令して、電力切換手段２７
が第２片方供給状態に切り換えられた状態でインバータ２６に対して駆動指令を指令して
、第２物品保持体１５ｂを検出位置に移動させるべく第２原点位置検出手段３７の検出情
報に基づいて第２出退移動用電動モータ２５ｂの作動を制御するように構成されている。
【００７５】
　また、移載制御部３５ｃは、位置修正処理では、電力切換手段２７が両方供給状態に切
り換えられた状態でインバータ２６に対して駆動指令を指令して、基準位置に向けて第１
物品保持体１５ａ及び第２物品保持体１５ｂを移動させるべく一対の出退移動用電動モー
タ２５の作動を制御した後、第１物品保持体１５ａが基準位置まで移動するよりも先に第
２物品保持体１５ｂが基準位置まで移動した場合は、電力切換手段２７を第１片方供給状
態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して切換指令を指令して、電力切換手段２７が
第１片方供給状態に切り換えられた状態でインバータ２６に対して駆動指令を指令して、
第１物品保持体１５ａを基準位置に移動させるべく出退用ロータリエンコーダ３３の検出
情報に基づいて第１出退移動用電動モータ２５ａの作動を制御するように構成されている
。
【００７６】
　位置修正処理について説明を加えると、移載制御部３５ｃは、電力切換手段２７が片方
供給状態に切り換えられている状態であれば電力切換手段２７を両側供給状態に切り換え
るべく電力切換手段２７に切換指令を指令し、図７（ａ），図１０（ａ）に示すように、
電力切換手段２７が両方供給状態に切り換えられた状態でインバータ２６に対して駆動指
令を指令して、第１物品保持体１５ａを基準位置に移動させるべく出退検出手段の検出情
報に基づいて一対の出退移動用電動モータ２５の作動を制御して、第１物品保持体１５ａ
を基準位置に向けて引退移動させ且つこの第１物品保持体１５ａと同じように第２物品保
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持体１５ｂを基準位置に向けて引退移動させる。
【００７７】
　このとき、図７（ａ）に示すように、第１物品保持体１５ａと第２物品保持体１５ｂと
が出退移動方向にずれており、第１物品保持体１５ａが第２物品保持体１５ｂより先行し
ていた場合は、第２物品保持体１５ｂが基準位置まで移動するよりも先に第１物品保持体
１５ａが基準位置まで移動する。
　このように先に第１物品保持体１５ａが基準位置まで移動する場合では、第１物品保持
体１５ａが基準位置に到達すると、図７（ｂ）に示すように、電力切換手段２７を第２片
方供給状態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して切換指令を指令するとともにイン
バータ２６に対して駆動指令を指令して、第１物品保持体１５ａを基準位置に停止させた
状態で第２原点位置検出手段３７の一方側検出センサ３７ａにて第２物品保持体１５ｂの
存在が検出されなくなるように第２物品保持体１５ｂを引退移動させて、第２物品保持体
１５ｂを基準位置に出退移動させる。
【００７８】
　また、図１０（ａ）に示すように、第１物品保持体１５ａと第２物品保持体１５ｂとが
出退移動方向にずれており、第２物品保持体１５ｂが第１物品保持体１５ａより先行して
いた場合は、第１物品保持体１５ａが基準位置まで移動するよりも先に第２物品保持体１
５ｂが基準位置まで移動する。
　このように先に第２物品保持体１５ｂが基準位置まで移動する場合では、第２物品保持
体１５ｂが基準位置に到達すると、図１０（ｂ）に示すように、電力切換手段２７を第１
片方供給状態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して切換指令を指令するとともにイ
ンバータ２６に対して駆動指令を指令して、第２物品保持体１５ｂを基準位置に停止させ
た状態で出退用ロータリエンコーダ３３にて第１物品保持体１５ａが基準位置に位置して
いることが検出されるまで第１物品保持体１５ａを引退移動させて、第１物品保持体１５
ａを基準位置に出退移動させる。
【００７９】
　このように、位置修正処理を実行することにより、第１物品保持体１５ａと第２物品保
持体１５ｂとが同期移動して先行する物品保持体１５が基準位置に移動し、その後、後行
の物品保持体１５のみが移動してその後行の物品保持体１５が基準位置まで移動するため
、第１物品保持体１５ａ及び第２物品保持体１５ｂのいずれもが基準位置に位置し、第２
物品保持体１５ｂが第１物品保持体１５ａと出退移動方向で同じ位置となる適正な位置関
係に修正できる。
【００８０】
〔別実施形態〕
（１）　上記第１実施形態では、第１物品保持体１５ａを基準位置に位置させた状態で、
第２物品保持体１５ｂを基準位置に移動させたが、第２物品保持体１５ｂを基準位置に位
置させた状態で、第１物品保持体１５ａを基準位置に移動させるようにしてもよい。
　具体的には、電力切換手段２７を、一対の出退移動用電動モータ２５の両方に電力を供
給する両方供給状態と第１出退移動用電動モータ２５ａにのみ電力を供給する一方供給状
態とに切り換え自在に構成し、移載制御部３５ｃにて、電力切換手段２７を両駆動状態に
切り換えるべく電力切換手段２７に対して切換指令を指令するとともにインバータ２６に
対して駆動指令を指令して、第２原点位置検出手段３７の検出情報に基づいて一対の出退
移動用電動モータ２５の作動を制御し、一対の物品保持体１５を出退移動させて第２物品
保持体１５ｂを基準位置に移動させる。その後、移載制御部３５ｃにて、電力切換手段２
７を一方供給状態に切り換えるべく電力切換手段２７に対して切換指令を指令するととも
にインバータ２６に対して駆動指令を指令して、出退用ロータリエンコーダ３３の検出情
報に基づいて第１出退移動用電動モータ２５ａの作動を制御し、第１物品保持体１５ａを
出退移動させて第１物品保持体１５ａを基準位置に移動させるようにしてもよい。
【００８１】
（２）　上記第１及び第２実施形態では、第１電動モータと第２電動モータとの一対の電
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動モータに対して駆動用の電力を供給する単一の駆動制御用のインバータを設けたが、第
１電動モータに対して駆動用の電力を供給する第１インバータと第２電動モータに対して
駆動用の電力を供給する第２インバータとの一対の駆動制御用のインバータを設けてもよ
い。ちなみに、この場合、移載制御部３５ｃは、通常出退処理では、一対のインバータ２
６に対して駆動指令を各別に指令して一対の出退移動用電動モータ２５の作動を各別制御
し、位置修正処理では、第２インバータに対して駆動指令を指令して第２出退移動用電動
モータ２５ｂの作動を制御すればよい。
【００８２】
（３）　上記第１及び第２実施形態では、駆動手段として、電動モータ（一対の出退移動
用電動モータ２５）を設けたが、駆動手段として、電動シリンダ等の他のアクチュエータ
を設けてもよい。
【００８３】
（４）　上記第１及び第２実施形態では、検出位置を基準位置としたが、基準位置と突出
位置との間の位置や基準位置より更に引退した位置等、検出位置としては基準位置以外の
位置でもよい。
【００８４】
（５）　上記第１及び第２実施形態では、通常出退処理を複数回実行する毎に位置修正処
理を実行するように構成したが、通常出退処理を実行する毎に位置修正処理を実行しても
よい。また、人為操作式の指令手段を備えておき、作業者が指令手段を指令操作すること
で任意のタイミングで位置修正処理を実行するように構成してもよい。また、通常出退処
理を実行して一対の物品保持体を基準位置に引退移動したときに、設定箇所検出手段にて
第２物品保持体が基準位置に位置していないことが検出されると位置修正処理を実行する
ように構成してもよい。
【００８５】
（６）　上記第１又は第２実施形態では、一対の物品保持体１５を、遠近移動用電動モー
タ２０にて互いに遠近移動させて保持状態と保持解除状態とに切り換え自在に構成し、一
対の物品保持体１５にて把持することで物品を保持するように構成したが、一対の物品保
持体１５の夫々を、爪用電動モータにて横幅方向内方側に突出する突出位置と横幅方向外
方側に引退する引退位置とに位置変更自在な爪部材を設けて構成し、一対の物品保持体１
５の夫々に備えられた爪部材を物品に係合させることで物品を保持するように構成しても
よい。
【００８６】
（７）　上記第１実施形態では、制御手段は、電力切換手段２７を両方供給状態に切り換
えた状態と片方供給状態に切り換えた状態とで、インバータ２６から同様の電力が出力さ
れるようにインバータ２６の作動を制御したが、制御手段にて、電力切換手段２７を両方
供給状態に切り換えた状態や片方供給状態に切り換えた状態とで、物品保持体１５の出退
移動速度が変化しないようにインバータ２６から異なる電力を出力するべくインバータ２
６の作動を制御するようにしてもよい。
　また、上記第２実施形態でも同様に、制御手段にて、電力切換手段２７を両方供給状態
に切り換えた状態と第１片方供給状態及び第２片方供給状態に切り換えた状態とで、物品
保持体１５の出退移動速度が変化しないようにインバータ２６から異なる電力を出力する
べくインバータ２６の作動を制御するようにしてもよい。
【００８７】
（８）　上記第１実施形態では、インバータと電力切換手段とを別体に設けたが、インバ
ータに電力切換手段としての機能を備えてインバータと電力切換手段と一体に設けてもよ
い。具体的には、インバータに、第１出退用電動モータ２５ａに接続する第１ポート及び
第２出退用電動モータ２５ｂに接続する第２ポートを備えて、両方供給状態では第１ポー
ト及び第２ポートの両方から電力を出力する、また、片方供給状態では第２ポートのみか
ら電力を出力するというように、第１ポート及び第２ポートからの電力の出力状態を切り
換えることで、両方供給状態及び片方供給状態に切り換えるように構成してもよい。
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　また、上記第２実施形態でも同様に、インバータに、第１出退用電動モータ２５ａと接
続される第１ポート及び第２出退用電動モータ２５ｂと接続される第２ポートとを備えて
、第１ポート及び第２ポートからの電力の出力状態を切り換えることで、両方供給状態、
第１片方供給状態及び第２片方供給状態に切り換えるように構成してもよい。
【符号の説明】
【００８８】
　　４　　移載対象箇所
　　８　　移載対象箇所
　１１　　物品移載装置
　１５　　物品保持体
　１５ａ　第１物品保持体
　１５ｂ　第２物品保持体
　２５　　駆動手段（電動モータ）
　２５ａ　第１駆動手段（第１電動モータ）
　２５ｂ　第２駆動手段（第２電動モータ）
　２６　　インバータ
　２７　　電力切換手段
　３３　　出退位置検出手段
　３５ｃ　制御手段
　３７　　設定位置検出手段
　３７ａ　一方側検出体
　３７ｂ　他方側検出体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(21) JP 5569748 B2 2014.8.13

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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